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１ 要 旨

静岡県では、こどもが多様な学びを深め、平日に家族と触れ合う機会（校外学習）を創出

するため、「ラーケーション制度」の導入を推進しています。

今後、ラーケーションにかかる広報を集中的に行う「しずおかウィーク」を設け、広く県

民への周知を進めます。

※「ラーニング(learning)」(学習)と「バケーション(vacation)」(休暇)を組み合わせた

造語

２ 本県のラーケーション制度導入に関する現状

・今年度７月、県立高校中等部２校で導入（Ｒ８.２月時点／取得実績 約59件）

・県立学校３校でもＲ８年度から導入予定（三島南高校・富士宮北高校・袋井特別支援学校）

・浜松市など県内市町立学校でも導入の動きが広がっている

【参考】ラーケーション導入自治体（試行導入含む）

※下線は令和８年度導入予定

３ Ｒ８年度の取組

（１）概 要

ラーケーション認知拡大を目指す「静岡ウィーク」を開催

（２）時 期

６月及び２月想定

（３）内 容

・「ラーケーション」の認知を拡大し、機運を醸成するセミナーを開催

・こどものラーケーションに合わせた、親（企業）の休暇の推進を企業に働きかけ

※県職員の休暇制度も、ラーケーションに対応したものに改正

区 分 対 象

静岡県
県立高校中等部（全２校）、県立高校（２校）、

特別支援学校（１校）

浜松市、磐田市、裾野市、小山町、

西伊豆町、東伊豆町
小学校、中学校

①ラーケーション制度に関する問い合わせ 担当：県教育委員会 高校教育課

TEL：054-221-3114

②その他事項に関する問い合わせ 担当：企画部 知事政策課

TEL：054-221-3769


